
大和市告示第７０号 

 大和市障害者自立支援センター条例（平成１７年大和市条例第２８号）第６条の規定により、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり指

定した。 

令和８年４月１日 

                               大和市長 古谷田  力 

 

１ 施 設 の 名 称  大和市障害者自立支援センター 

２ 指定管理者の名称  社会福祉法人すずらんの会 

３ 指定管理者の所在地  相模原市南区麻溝台七丁目６番４号 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  


